
しつけと虐待に関する小中学生
663名への実態調査
～子どもは親の“しつけ”をどう見てる？～

中村　明雄１、及川　奈央１、蜂須　康亮１、
水戸　　恵2、辻脇　篤志１,3、中野　　聡１
1順天堂大学　小児科
2千葉科学大学　看護学部、
3神栖済生会病院　小児科

【目的】
児童虐待に関する意識調査は、対象が保護者または幼
少期に虐待を受けた成人を対象としたものがほとんどで
あり、虐待を受ける立場にある子どもたち自身を対象と
したものは皆無である。本研究の目的は、保護者による
しつけ/虐待が当事者である子どもたちにどのように捉え
られているのかを明らかにすることである。
【方法】
2023年6月に、茨城県内の小学校5-6年生及び中学生を
対象とした。当該自治体を通じて、対象児童の保護者に
は事前に書面での説明及び同意取得がなされた。アンケ
ートは、保護者がいない環境下で実施され、個人情報に
配慮し匿名形式とした。調査内容は①回答者の家族背
景、②「児童虐待防止法」から想起される27の虐待行為
（「大声を出す」「言葉で脅す」「手で叩く」など）に関し
ての被経験、及び③それらの行為を「虐待」と「しつけ」
のいずれか、またはどちらでもないと捉えるかの解釈、に
ついてである。なお、本調査で性虐待は扱っていない。
【結果】
4102名のうち663名の有効回答(回答率16.2%)が得られ
た。①回答者の平均年齢は11.2±1.6歳、470名(70.9%)
が両親と同居していた。②396名(59.4%)の児童が何らか
の虐待行為を経験しており、虐待行為として最も多くみ
られたのは「大声を出す(大声でしかる)」が3 3 5名
(50.5%)、「手でたたく」が次点で220名(33.2%)だった。
③しつけが厳しいと回答した人は511名(77.1%)いた一方
で、虐待されていると回答した人は16名(2 .4%)と少なか
った 。
【考察】
「児童虐待防止法」から想起される虐待行為をおよそ半
数の子どもが受けていたにも関わらず、子どもたち自身は
それらを「しつけ」と捉える傾向にあった。「児童虐待の
世代間連鎖」 については多くの研究で指摘されている
が、その一因として、子どもたちが虐待行為を“しつけ”
と誤認していることが考えられた。子どもたちに虐待とし
つけに関して正しい知識を啓蒙していくために、まず私
たち大人自身がそれらを認識して実践を心掛けることが
重要である。 

O1-009
4・5歳児対象発達相談における
助言内容から見る相談動向の報告

浅井映美子１、石井　篤子１、山中　美玖１、
鳫野　雪保2、藤野　陽生3、橘　　雅弥3

1大阪大学大学院連合　小児発達学研究科附属　
子どものこころの分子統御機構研究センター
2堺市健康福祉局　障害福祉部
3大阪大学大学院　連合小児発達学研究科

【目的】
神経発達症児の親にとって、保育園、幼稚園、子ども園な
どの集団生活を過ごしていく中で、それまで気づいてい
なかった子どもの発達特性に気づき、不安を感じること
は多い。しかし病院の発達外来などへの受診は、親の心
的負荷や初診までの期間の長さなどが障壁になり、支援
が遅れてしまう現状がある。そのような親子を対象に、
神経発達症児の早期発見・早期支援、そして神経発達
症児の家族を地域で継続的に支援することを目的に４・５
歳児発達相談をA市で実施している。今回は相談事業に
おいて保護者の主訴と相談担当者からの助言内容を調
査し、どのような内容が多くを占めているかについて現
状を検討することを目的とした。
【方法】
当相談事業は、①事前に保護者と園の記入した問診票
を元に、保護者への問診、子どもの行動観察を行う②発
達専門の医師が診察を行い、必要に応じて医療機関や
療育等への紹介を行う③当日の様子を元に、医師と心理
士が話し合い、助言を記載した文書を渡す、という流れ
になっている。今回は2023年度5月から11月までの助言
の内容(1人あたり２～５個)を抽出し、カテゴリー分けを
行いカテゴリーは14個に分類した。
【結果】
相談実施数144件中、来談経路は保護者自身から（49.3
％）、保健センターからの紹介（28.5％）、園からの紹介
(15.2％)が多かった。主訴（複数回答可）は『園生活の難
しさ』が45.8％の保護者で選択され、『言葉に関する問
題(表出/理解)』（31.3％）、『落ち着きのなさ』（27.8％）
も多く見られた。助言内容は『指示の出し方』が58.3％
のケースで伝えられ、『不注意・衝動性への対応』(49.3
％)、『褒め方』（34.7％）も多く見られた。
【考察】
来談経路は保護者自身からが最も多く、子育ての悩みを
抱える保護者からの当相談事業のニーズの高さが伺わ
れる。保護者の主訴においては、園生活の困難、言葉に
関する問題(表出/理解)、落ち着きのなさが多くを占めて
いた。それらに対する相談後の助言では、指示の出し方、
不注意・衝動性への対応が多くを占めた。助言内容は概
ね行動上の問題に対応していた。言葉に関する問題(表
出/理解)には、指示の出し方で対応しており、概ね保護
者の主訴に対応した助言が行われていたと考えられる。

O1-010
学童期における保護者の就労状況と
児の食生活習慣への影響

佐藤　 ゆき１、鴫原美智子2、近藤亜水美3

1独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所
2東北生活文化大学　家政学科
3仙台市立四郎丸小学校

【背景】
子育てをしながら共働きしている世帯は2010年では48％
と半数程度であったが2022年では63％と年々増加傾向
にある（国民生活基礎調査）。子育て世帯への経済的な
手当、子育てへの環境整備、労働時間の短縮化など子育
てをしやすくするための社会環境面の改善がすすめれて
はいるが、現代の親の働き方が子どもたちの養育や健康
状態にどのように関わってくるか明らかにしていくことも
重要である。そこで学童と保護者を対象とした疫学調査
から保護者の就労状況と子どもの食生活習慣について
検証した。
【方法】
2023年1～3月に東北地方の公立小学校4校に在籍する児
の保護者にアンケートを実施。調査対象児は家族内1名
とし、対象児2,172名のうち参加同意した保護者1,650名
の回答をもとに解析を行った（参加率76 %）。児の食生
活習慣として朝食、夜食、外食、テイクアウト食、インスタ
ント食品等の喫食状況、生活行動の時間（外遊び、読書、
スマートフォン使用等の過ごす時間）とした。保護者（主
に子どもの食事や生活全般の面倒をみている者）の就労
状況は就労有り（フルタイム、パート、アルバイト）と就労
無し（自営、自営の手伝い、専業主婦・主夫、休職中・育
休中、学生、無職）とした。
【結果】
本解析対象全体の特徴として就労有りは67％、就労無
しが33％、就労の有無での保護者の年齢層、児の学年・
性別割合に差はなかった。保護者が就労有りでは就労
なしと比べて、寝る1時間以内に毎日夜食を食べる子ども
が多いこと（毎日食べる；就労有6.0％、就労無3.8％）、
ほかに外食、テイクアウト食、インスタント食の利用回数
が多い傾向があった。また睡眠時間が短く（9時間未満；
就労有66.1％、就労無54.7％）、スマートフォンの使用頻
度が高く（毎日使う；就労有57％、就労無49％）、スマー
トフォン使用時間に大きな差があった（休日1日平均；就
労有100分、就労無82分）。また、睡眠時間やスマートフ
ォンの使用時間は学年差を考慮しても保護者の就労有無
による差がみられた。
【結語】
子どもの食事や生活全般を担う保護者が就労していると
子どもの夜食の頻度の多さ、睡眠時間の短さ、スマート
フォン使用時間が長いなどの特徴が明らかとなった。

O1-007
コントロール不良の摂食障害の
母による食事制限が原因で
体重増加不良に陥った乳児例

山本　朝日１、古川　卓朗１、中嶋　雅秀１、
阿部　秀悦１、鈴木　太郎3

1市立旭川病院　小児科
2市立旭川病院　産婦人科、
3市立旭川病院　精神神経科

【背景】
摂食障害の女性が妊娠・出産した場合、産後うつや虐待を
含めた育児行動の問題が生じる可能性があるが、産後の母
児の経過を詳細に追った報告は少ない。当科では、コント
ロール不良の摂食障害の母から不妊治療を経て出生し、食
事制限が原因で体重増加不良に陥った乳児例を経験した。
【症例】
在胎37週5日、出生体重2486g(-1.3SD)、経腟分娩で仮死な
く出生した女児。母は思春期に摂食障害を発症し、精神・
身体的状況から妊娠・出産や育児は困難と精神科医から
重々説明されていたが、結婚後に他院産婦人科で不妊治療
を行い、30歳で妊娠した。不妊治療開始前の体重は
43kg(標準体重比80%)であったが、治療開始後に38kg(同
71%)まで減少し、妊娠中の最大体重は40kgであった。産
後、母の精神状態はさらに悪化し、食事がとれず、体重は
30kg(同56%)まで減少した。児は低出生体重児であったこ
とを除いて身体的問題はなく、1か月健診までの体重増加
は良好であったが、生後2カ月で4130g(-2.4SD)、生後5か
月で体重5645g(-2.7SD)となり、以後は全く体重増加が得
られなかった。生後7カ月時、体重5685g(-2 .8SD)で精査
加療目的に入院した。検査で異常は認めず、入院後は看
護師の介助により離乳食を全量摂取可能で、体重は増加
傾向となった。しかし、母は児の体重増加に対して恐怖心
を訴え、わずかなミルク増量にも抵抗し続けた。体重増加
不良の原因は「母が適量の食事やミルクを与えることがで
きない」ことであり、母主体の養育は児の生命に危険を及
ぼすと判断した。父には十分な理解が得られなかったた
め、母・母方祖母と相談し、退院後は養育（特に食事）の
主体を祖母が担うことになった。祖母主体の栄養管理で、
児の体重は順調に増加した。現在1歳2か月で、体重
7630g(-1.7SD)と身体発育はCatch-up傾向となり、精神運
動発達も良好である。地域保健師や祖母の見守りにより、
母が主体となり自宅で養育できる環境を確保可能となっ
た。一方、依然として母の体重は32kg程度(同60%)で停滞
し、精神状態は改善していない。
【考察】
コントロール不良の摂食障害の母は、子供の体重増加へ
の恐怖心から食事制限などのMaltreatmentをしてしま
う可能性があり、産後も細やかな育児支援が必要である。
身体合併症なく出産できたとしても産後の育児に困難を
きたす可能性があるため、産前からハイリスクであること
を認識し、計画的に地域での見守りを開始すべきである。
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